質　問　書

 工事名　公設宮代福祉医療センター六花屋上防水及び外壁改修工事

	質問１．契約後に大幅な材料費等の価格変動があった場合、設計変更の対象となりますでしょうか。


回答１． 設計図書及び請負請負金額の変更については、真にやむを得ない場合のみ、協議により対応を検討いたします。
	質問２．材料入荷の見通しが立たない現状から、万が一工期延長した場合には、仮設・諸費用等の設計変更・工期変更は、可能でしょうか。


回答２．宮代町建設工事標準請負契約約款第21条及び第25条の規定に基づき、契約後に受注者の責めに帰すことができない特殊な要因等により工期の延長や請負金額の変更の請求をされた場合は、対応を検討いたします。
	質問３．材料入荷せず同一メーカーでまかなえない場合、二社メーカー以上の同等品による混合仕上げによる施工でもよろしいでしょうか。 


回答３．必要に応じて同等品であることが確認取れれば、協議により対応を検討いたします。
